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1論 文概要

1.本 研 究の主旨

本論文は、中国企業会計に対し 「包括的」にアプローチすることによって、中国企業会計

の特質を抽出することを最終的な目的とする。この 「包括的」 という用語には、以下の4点 の

内容が含まれる。すなわち、① これまでの中国企業会計の研究では、中華人民共和国 と台湾

(中華民国〉とを個々に論じていたが、本論文では、中華人民共和国と台湾の両者を含めて研

究対象とする。②これまでの研究では、中華人民共和国の建国以来の、あるいは改革開放の

時代以降の、中華.人民共和国0)企 業会計制度について論 じるも}Dが.大半であったが、本論文

では、中国の企業.会計の萌芽期である国罵革命期における企業会計制度から現代 までを分析

する。③これまでの研究では、企業会計制度に関する研究が中心であったが、本論文では、

管理会計や環境会計の分野までも含めて研究する。④以..ヒの①、②、③を縦の糸 とするなら

ば、横の糸として、「会計技法の移転」あるいは 「会計妓法の継受」 という観点から分析を試

みる。なお論文提出者は、ここでいう会計技法を、会計技術の個 々やその単なる集合体とし

てではなく、会計技術 を形成する概念や理論 を含む集合体 として提えている。

以上の 「包括的」なアプロ・一チに基づいて、本論文は、以下のプロセスを経由して中国企

業会計の特質を抽出することを試みている。

(の 企業会計制度にアプローチすることによって、中国の企業会計制度の流れ、すなわち、

企業会計の継受の道筋を明らかにする。そのために、まず中国企業会計の源流としての中国

.会計の萌芽期を探求すべ く、序章で、中国国民革命期における中華民国近代企業会計制度の

生成 と発展について検討する。その後、国民革命期の企業会計制度は、台湾の中華民国政府

に受け継がれ、台湾の企業会計制度の中に脈々と流れていくことになる。他方、中国大陸で

の企業会計の継受については、改革開放の時代の企業会計制度が復活 し、発展 したものと捉

える。換言すれば、中華人民共利国の企業会計制度は、社会主義革命 を機 に、国民革命期の

企.業会計制度 と決別 し、計画経済...ドの企:業会計としての 「一国 ・.一企業」の会計制度を幽現 さ

せたが、改革開放の時代を迎 え、その改革開放政策 とともに、過去の蓄積としての国民革命
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期の企業会計制度が復活 した、と捉えることによ.って、中n企 業.会G{制度が....・旦断絶 し、そ

の後にふたたび継受されたという道筋を明 らかに している。

さらに、その二つの流れの企業会計制度は、.国際化の波の中で、国際的にも通用する会計

技法の導入(国 際移転)(具 体的には、IAS、tFxs、FASB等)を 図った結果、再び合流 しよ

うとしている、と観測する。台湾では 「商業会計法」 を、そして中華人民共和国では 「会計

法」を、それぞれ頂点とした企業会計制度を構築 し、形式および内容共に、国際的な水準に

近づ く制度を作 り上げてきた。しかしながら、資本主義の国々では、法律ではなく、アカウ

ンタビリティ概念に基づ く.企業報告制度に支えられた企業会計制度が自明の理のように機能

している,論 文提出者は、この点を検証することで、中国企業会計制度の特質として、中華

人民共和国および台湾共に、このアカウンタビワティ概念が十分に醸成 されていない こと、

すなわち、「会計制度 ・技法のキャッチァップが速いこと」と並んで 「アカウンタビリティ概

念が欠如 していること」という特質を抽出 している。

(ii)中 華人民共和国と台湾とでは、管理会計の生成と発展が大きく異なっているが、その

中に も中国全体で共通する特質があるか否かを、管理会計問題へのアブローチから検討する。

中華人民共和国の場合、その建国期か らの企業会計制度は、社.会主義計画経済 ドの企業会

計制度、すなわち 「一国.一..・企業」の会計制度幕責任.会計制度として生成発展 してきたことを

大きな特徴 とす る。論文提出者は、そのプロセスを中国的責任会計の生成 と発展 として考察

する。特に1949年 から78年 まで、責任会計は中華.人民共和国国内では企業会計制度でもあっ

たことを指摘すると共に、資本主義諸国の責任会計とは異なるという意味で、論文提出者は

これに 「中国的」という冠を付ける。その 「中国的特色」を検証するために、中華人民共和

国の管理会計における 「中国的特色」を形成する7つの基礎的要索について検討する。

台湾の管理会計については、管理会計技法の国際移転が台湾とアメリカの間で明瞭に観察

されることから、台湾における管理会計の理論と実践の検証において、理論が実務に先行 し

管理会計の不適合性が生 じるとい う管理会計技法受.入n特 有の 「逆レレバンス ・ロス ト」現

象という考え方を提示する。 さらに、同 じ管理会計技法の受入国である日本と台湾との比較

検討を、バ ランス ト・.スコアカー ド(BSC;平 衡計分)を 考察材料にして行い、「逆 レレバ

ンス ・ロ.スト」現象を観察 している。

以土、台湾における管理会計については、管理会計技法の国際移転という観点からの検証

の結果、一部の管理会計に関して、nは 、日本 よりも早 く、アメリカから管理会計技法を

国際移転 させている場合があることを明.らかにす る。さらに 「逆 レレバンス ・ロス ト」問題

の解消 についても産学協同を実践する等、熱心に取 り組んでいることを明らかにする。中華

人民共和国における管理会ntに ついて.は、歴史的な流れか ら、責任会計だけが突出 して充実

していること、そしてそれは現{f_国 有企業の改革 に.ta効であることを指摘している。以土

の検証から、申国における管理会計の中華人民共和国および台湾の両者に共通する特質とし
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て 、 企 業 内 で 使 用 され る管 理 会 計 技 法 は 、従 来 、経 営 の た め の 単 な る技 術 で あ った が 、 国 際

化 ・グ ロ ーバ ル 化 の 時 代 を迎 えて 、例 え ば 、 コ ー ポ レ・一 ト ・ガバ ナ ン.スに も役 立 つ管 理 会 計

技 法 で あ る こ とや 、委 託 され た資 本 運 用 の説 明 に耐 え う る管 理 会 計 技 法 等 で あ る こ とが要 請

され るよ う に な って きた こ と な ど を 明 らか に して い る、,そして 、管 理 会 計 問題 へ の ア プ ロー

チ につ い て も 、 「会 計 制 度 ・技 法 の キ ャ ッチ ァ ップ が 速 い こ と」 「.アカ ウ ン タ ビ リテ ィ概 念 が

欠如 して い る こ と.」と い う特 質 が抽 出 され る、 と論 文鋸 出 者 は 主 張 す る。 さ らに 、 「管 理 会 計

の財 務 会a'1化 」 と い う特 質 が管 理 会 計 へ の ア プ ロ … チ か らは抽 出 され る.として い る。

(iii)環 境 会 計 へ の ア プ ロー チ で は 、 中華 人 民 共 和 国 も台 湾 も啓 蒙 期 の段 階 に あ る こ とを 明

らか に して い る。 す な わ ち 、 中華 人r*'和 国 に お い て 、環 境 保 全 は国 を挙 げ て取 り組 む重 大

な分 野 で あ り、 「憲 法 」 に まで盛 り込 まれ 、 それ に基 づ き、.「環 境 保 護 法 」 を頂 点 と して6,00(1

余 の 環 境 関 連 法 規 に よ る法 体 系 を確 立 して い る。 環 境 学 も大 変 盛 ん で あ り、環 境 会 計 に 関 す

る論 文 も数 多 く発 表 され て い る。 しか し、 現 実 の環 境 は 益 々 悪 化 の 一・途 を辿 っ て い る一 方 で 、

中華 入 民 共 和 国 に は 、 これ まで の と こ ろ環境 報 告 書 を公 表 す る企 業 は存 在 しな か っ た 。 日中

協 力 の3E研 究 院 プ ロ ジ ェ ク トに よ って 、 中華 人 民 共 和 国 初 の環 境 報 告 書 が2002年 に作 成 ・

公.表 され た 。 これ は 、 日本 の 「環 境 会 計 ガ イ ドラ イ ン」 に 基 づ い た環 境 報 告 書 で あ っ た 。 こ

の よ うに本 論 文 は、 中華 人 民 共 和 国 の 環境 会 計 につ い て検 討 し、 さ らに何 故 、環 境 会 計 が 未

だ に啓 蒙 期 の 段 階 で 止 ま って い るの か を推 量 す る。

他 方 、 台 湾 で は 、2000年 に入 る と環 境 会 計 の 制度 化 に 向 け た2つ の大 き な研 究 プ ロ ジ ェ ク ト.

が政 府 の 委 託 で 実 施 され 、 相 次 い で その 報告 書 が 公表 され た 。 この2つ の報 告 書 は 、台 湾 に お

け る環 境 会 計 の 制 度 化 に向 け た オ ピニ オ ン ・レ ポ ー トとな って い る 。....一方 の報 告 書 に つ い て

は、 日本 の 「環 境 会 計 ガ イ ドラ イ ン」 を十 分 考慮 した 内容 に な っ て い る が 、 も う.一方 で は 全

く無 視 され て い る。 現 実 に 、環 境 報 告 書 を公表 して い る サ イ トは数 組 織(病 院 等 も.含む 〉 で

しか な く、 台 湾 の 経 済規 模 か ら見 て極 端 に少 な い と.論 文 提 出者 は指 摘 す る。

以 上 の 検 討 か ら、 論 文 提 出 者 は 、.中華 人 民 共 相 国 に して も 、台 湾 に して も、 環 境.会計 へ の

奴 組 み が...s一分 で な い こ と を明 らか に して い るが 、 さ らに そ の 原 鐘 は ど こに あ るか に つ い て の

考 察 を加 え る 。 そ の 結 果 、 企 業 お よび ステ イ ク ホル ダ ー の 双 方 に 「ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ概 念

の 欠 如 」 が あ る の で は な か ろ うか 、 と考 量 す る。 特 に 資 本 主 義 的 な経 験 が 浅 い 中 華 人 民 共 和

国 に、 それ が 当 て は ま る。 説 明 責 任 と して の ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ概 念 は 、 資 本 主 義社 会 で 長

い 時 間 を か け て醸 成 され て きた会 計 の基 礎 概 念 で あ る,そ の ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ概 念 が 未 成

熟 な た め に 、環 境 報 告 書 の 作 成 ・報.告 とい う行 動 に ま で は 至 ら な か っ た 、 と解 釈 す るの が 妥

当 で あ る と論 じる 。 台 湾 に お い て は 、 資 本 主 義 社 会 の 経 験 は十 分 に 積 まれ て い るは ず だ が 、

環 境 会n'fの 制 度 化 へ の 動 き は遅 い 。 や は り、...・.般経 済 社 会 に お い て ア カ ウ ン タ ビ リテ.イ概 念

が 未 だ 十 分 に醸 成 され て い ない た め に 、環 境 報 告 書 を 公 開 す る サ イ トも増 加 して い な い と解

釈 す る。 企 業 会 計 制 度 へ の ア プ ロー チ で も検 証 し 、 中 国.企:業会 計 制 度 の 特 質 と して 抽 出 した

…一Y43一

r～

.



『中国企業 会計の研究』

「ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ概 念 の 欠 如 」 が 、 この 環 境 会 計 へ の ア プ ロー チ か ら も推 量 され る 、 と主.

張 す る 。

以 上 、本 論文 は 、 中 国企 業 会 計 へ の 、(i>.企 業 会 計 制 度 か らの ア プ ロー チ 、(ii)管 理 会

計 か らの ア プ ロ ー チ 、(iii)環 境 会 計 か らの ア プ ロ ー チ 、 と い う3つ の 側 面 か ら、 中 国 企 業 会

計 の 最 も際 立 つ 特 質 と して 、 「ア カ ウ ン タ ビ リデ ィ概.念の欠 如 」 の 抽 出 を裏 付 けて い る.特 に

それ は 、(i)と(a)に 強 く現 れ て い る。 管理 会 計 につ い て は 、 中華 人 民 共 和 国 の 管 理.会計

と台 湾 の それ との 発 展 の 差 が 大 きい た め に一 括 して論 じ る こ とは 難 しい 。 株 主 を は じめ とす

る ス テ イ クホ ル ダ ー に支 え られ た 企 業 の 経 営 管 理 に役 立 て るた め に管 理 会 計 技 法 を 用 い る、

と い う会 計 観 の 醸 成 に と っ て 、 ア カ ウ ン タ ビ リテ.イ概 念 は 必須 の概 念 で あ る が 、現 在 の と こ

ろ、 中 華 人民 共 和 国 お よび 台r5の い ず れ か ら も、 その 痕 跡 は見 出 せ て い な い 。

か く して 、 本 論 文 は 、 中国 に お け る企 業 会 計 に 関す る 「包 括 的」 な ア プ ロ ー チ か ら、 中 国

企 業 会 計 の特 質 と して 、(1)「 会 計 制 度 ・技 法 の キ.ヤッチ ア ップが 速 い こ と」、(2)「 ア カ ウ ン

タ ビ リテ ィ概 念 が 欠 如 して い る こ と」、(3)「 管 理 会 計 の財 務 会 計 化 」 が 抽 出 され る 、 とい う

結 論 を導 き出 して い る。

.2
.本'aAE文 の構成

本論文は、2部の構成か らなる。序章では、巾国大陸で中華民国が建国され、他方、中国共

産党があるとしながらも、とにかく国民党政権の下に中国がまとまろうとしたいわゆる中国

国民革命期を通して、当時の会計事情 を分析し、企:業.会計の変遷を辿 ることにより、現在の

中華人民共和国と台湾(中 華民国)に おける企業会計の源流を探ることを試みる。

第1部 では、......・方の流れである中華人民共利国(以 下、中国〉の企業会計に焦点を当て、

建国時から現代までのその生成と発展について研究する。中国の企業会n')制度は、改.革開放

が提起 された1978年 以前 と以後で大 きく異なる。建国時の1949年 から78年 までは、社会主義

計画経済体制がとられ、その体制の下で、企業会計制度は、政府が企業を経営管理するとい

う 「一.一国一企業」の責任会計 システムという形態をとりながら発展 してきた。管理会計の分

野で取 り扱う責任会計ステムが、中国では企業会計制度そのものになっていた。1978年 から

現在に至るまで、改革開放の体制がとられてきた。特にieez年 以降は、社会主義市場経済体

制がとられ、経済社会を見る限 りでは、資本主義諸国 と変わらない体制となってきている。

中国企業会計の研究 においても、序章の中華民瞬の企業会G'制 度を源流に持つという観点か

ら、1978年 以降の企業会計制塵 を、約30数 年を経て中国国民革命期の会計制度が復活 し、そ

こを起点に再び発展 している、と捉 える。まt:国 時からの.....・貫 した中国自体の企業会計の

流れ として、中国における責任会計の生成と発展に焦点を当てる。さらに中国の管理会計の

中国的特色について分析 を試みる。また現代中国において環境問題は深刻な問題であること

か ら、中国の環境会計について調査 し、中国の環境会計分野において 日本がどのように貢献
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できるかを探求 している。

第H部 では、 もう一方の流れである遷台後の中華民国(以 下、台湾)の 企業会計に焦点 を

当て、遷台時前後から現代までのその生成 と発展について研究する。台湾の企業会計制度は、

政府が一貫 しているので、制度的な継続性 は保 たれている。まず、台湾における企業会計制

度の生成 と発展を跡付ける。 さらに、台湾の管理会計を分析する際に、管理会計技法が台湾

の実務界にとって 「レレバンス ・ロス ト」 となっていないかを検討する。また、バ ランス

ト・スコアカー ドを具体例 として、管理会計技術移転における日本と台湾のケースについて

比較考察を行 う.さ らに、21世 紀を迎 え、環境保全と経済発展とを結びつける環境会計につ

いて、台湾におけるその取り組み方の現状と制度化への可能性について検討 している。

最後に、中国における企業会計に対す る 「包括的」なアプローチから、中国企業会計の特

質として、「会計制度 ・技法のキャッチァップが速いこと」、「アカウンタビリティ概念が欠如

していること」、「管理会計の財務会計化」の3つ が抽出されたことを、結論として導 きだして

いる。そして、今後の課題と展望として、日中協力への強い意思表明で結んでいる。

本論文の構成は以 ドの通りである。

文

次

序

目

序章 中国国民革命期における中華民国近代企業会計制度の生成と発展

第1節 は じめに(問 題提起)

第2節 清朝末期から国民>Pp期 にかけての会計関連事情

(1)Fischer[1927]に みる当時の中国会計事情

(2)銀 行業 ・鉄道業 ・交易所業(取 引所業〉にみる当時の中国会計事情

(3)公 司法(会 社法)関 係の諸法規 にみる当時の中国会計事情

第3節 国民革命期における企業会計制度

(1)辛 亥革命期から北伐戦争開始期まで:「 會計師暫行章程」の時代

(2)北 伐戦争開始期から第二次世界大戦終結期まで:「 會計師註冊章程」・「會計師覆

験章程」および 「會計師條例」の時代

第4節 おわりに

第1部 中華人民共和国の会計

第1章 中国的責任会計の生成と発展

第1節 は じめに(問 題撮起)
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第2節 国共 内 戦 期(1945一 一49年)

第3節 社 会 主 義 計 画 経 済 の 時 代(1949～78年)

一 国 営 企 業 の 「原 価 セ ンタ ー」 に よ る経 営 管 理 の 時 代 一

(1)社 会 主 義 計 画 経 済 の 成 立 期(1949一 一58年)

(2)毛 沢 東 思潮 高 揚 期(1958-75;〉

第4節 改革 開放 の 時代 ・第 一 期 ・放 権 譲 利 の 時 代(1978-92年)

・一国営 企 業 の 「利 益 セ ンタ ー」 に よ る経 営 管 理 の 時 代一

(1)「 自主 権 拡 大 」(利 益 セ ン ター)企 業 と 「責 任拡 大 」(投 資 セ ンタ ー)企 業 の 区 分

(2>企 業 内 部 銀 行 制 度 発展 の 時 期(1978-8fi年)

(3)経 営 請 負 責 任 制(承 包 経 営 責 任 制)の 時期(1987一 一92年)

第5節 改 革 開 放 の 時 代 ・第 二 期 ・社 会 主 義 市場 経 済 の時 代(1992年 ～現 在 〉

一 国 有 企 業 の 「投 資 セ ン タ ー」 に よ る経 営 管 理 の 時 代 一

(1)鄭 小 平 の 「南 巡 講 話Jの 背 景 と効 果

(2)中 国 的 責 任 会 計 の 新 た な 取 り組 み

(3>「 国 営 企 業 」 か ら 「国 有 企 業 」 へ

(4)現 代 企 業制 度 の 確 立

(5)「 税 利 分 流 」 と国 有 独 資 会 社

(7)「 択 大 放 小 」 方 針 と株 式 会 社 化 へ の準 備 完 了

第6節 お わ りに(ま と め と今 後 の課 題)

(i)ま と め

(2)今 後 の 課 題

第2章 中国の管理会計における中国的特色を形成する基礎的要素

第1節 はじめに(問 題提起)

第2節 中国的管理会計実践における基本的要素

(1)政 府の誘導性

(2)企 業実践の緊密性

(3>管 理活動の自発性

(4)管 理方法の実用性

(5)具 体的な扱い方の柔軟性

(6>発 展形式の漸進性

(7)文 化建設の普及性

第3節 おわりに(ま とめと今後の課題)

(1>ま とめ
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(2)今 後の課題

第3章 改革開放の時代における企業会計制度の生成と発展

第1節 はじめに(問 題提起〉

第2節 改革開放の時代の企業会計制度研究に関する文献 レビュー

(1>1978年 以前の動向

(2)1975一 一84年の勤向

(3)1984-94年 の動向

(4)1994-98年 の動向

(5)1998年 ～現在までの動向

(6)文 献レビューに対するコメント

第3節 改革開放の時代における経済発展と企業会計制度の復活と発展

(1)改 革開放の時代の経済の発展区分

(2)1978-84年:公 有制を基礎とした計画経済期の会計制度 「近代会計制度の基礎作

り」

(3)1984一 一89年:公 有制に基づ く計画的商品経済期(第13期)の 会計制度 「会計基本

法の制定と監査制度の充実」

(4)1959-92年:公 有制に基づ く計画的商品経済期(第2期 〉の会計制度 「証券取引

所の開設」

(5)1992-2001年:社 会主義市場経済期(WTO加 盟前)の 会計制度 「企業会計制度

の統一化と国際化」

(6)2001年 ～現在:社 会主義市場経済期(WTO加 盟後)の 会計制度 「企業会計制度

統一化の完成 とボーダレス化」

第4節 現行の企業会計制度

(1)現 行の企業会計制度の諸法規定

(2)会 計法(中 華人民共和国会計法)

(3)企 業財務会計報告条例

(4)企 業会計準則(基 本準則、具体準則〉

(5)企 業会計制度(株 式会社に対して〉

(6)企 業会計制度(そ の他の企業に対して)

(7)業 種別会計制度

第5節 会計プロフェッションの復活と国際化

(i)中 国の監査(審 計)制 度の形態

(2)会 計師事務所の復活
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(3)注 冊会計師監査の発展とその国際化

(4>中 国会計プロフェッションの現状 と今後

(5)中 国注冊会計師独立審計準則

第6節 おわりに(ま とめと今後の課題)

(1)ま とめ

(2>今 後の課題

第4章 中国 の 環 境 会 計

第1節 は じめ に(問 題 提 起)

第2節 中 国 に お け る環 境 会 計研 究 の 文献 レ ビ ュー

(1)1992年 の動 向

(2)1993年 の動 向

(3)1994年 の動 向

(4)1995年 の 動 向

(5)1996年 の 動 向

(6)1997年 の 動 向

(7)1998年 の動 向

(8)1999年 の動 向

(9)2000年 の動 向

(10)2001年 の 動 向

(11)2002年 の 動 向

(12)2003年 の動 向

(13)2004年 の動 向

第3節 中国 に お け る環 境 問 題 と環境 保 全 対 策

(1>東 南 ア ジ ア共 通 の 環 境 問題

(2)中 国 固 有 の 環 境 問題

(3)中 国 の 環 境保 全 対 策

第4節 中 国 に お け る環 境 会 計 研 究 の 現 状

(1>3E研 究 院 プ ロ ジ ェ ク トの 発 足 と環 境 会 計 研 究 の ス タ ー ト

(2)環 境 会 計専 門委 員会 の¥rと 中国 初 の 環 境 会 計 セ ミナ ー の 開催

第5節 中 国 に け る環 境 会 計 導 入 の 事 例 研 究

一 蘇 州 横 河 電 表 有 限 公 司 の ケ ー スー

(1>蘇 州 横 河 電 表 有 隈 公 司 の 概 略

(2)横 河 電 機 の 中国 に お け る経 営 戦 略 と環 境 会 計 導 入の 経 緯
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(3)蘇 州横河電表有限公司の環境方針と環境目標

(4)蘇 州横河電表有限公司の環境指標と主要環境指標の実績

(5)蘇 州横河電表有限公司の環境会計

第6節 おわりに(ま とめと今後の課題)

(1)ま とめ

(2)今 後の課題

第n部 台湾の会計

第5章 台湾における企業会計制度の生成と発展

第1節 はじめに(問 題提起)

第2節 台湾の企業会計制度研究に関する文献レビュー

(1)1970年 代の動向

(2>1980年 代の動向

(3)1990年 代とそれ以降の動向

(4)台 湾の会計制度研究に関する文献レビューに対するコメント

第3節 台湾における経済発展と企業会計制度の整備 ・国際化

(1)台 湾経済の発展区分

(2)1940年 半ば一一1950fi代1大 陸から台湾へ 「会計基準の基礎作り」

(3)1960年 代:輸 入代替工業化から輸出志向T.業化へ 「株式市場の創設から活用へ」

(4)1970年 代:重 化学工業化 「会計環境の国際化への助走 と停滞」

(5)1980年 代=重 化学工業からハイテク産業へ 「会計環境の国際化」

(6)1990年 代:ア ジア太平洋オペレーション ・センターに向けて 「会計環境の高度

化」

(7)2000年 代:WTO加 盟国として 「会計環境のボーダレス化」

第4節-Yyに おける現行の企業会計制度

(t)現 行の企業会計制度の諸規定 ・基準の分類

(2>商 業会計法(商 業會計法)

(3>証 券取引法(謹 券交易法〉

(4>会 社法(公 司法)

(5>法 人税法(所 得税法)

(6)商 業通用会計制度規範(商 業通用會計制度規範)

第5節 台湾における会計プロフェッションの国際化への対応

(1)中 華民国会計士協会全国連合会 〔中華民國會計師公會全國聯合會(NFCPAA)〕

の活動
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(2>財 団法人中華民国会計研究発展基金会 〔財團法人中華民國會計研究獲展金會

(ARDF)〕 の活動

(3)台 湾の財務会計準則委員会 トライアングル体制の確立

(4)台 湾の財務会計準則委員会 トライアングル体制とFASBト ライアングル体制の比

較

第6節 台湾の財務会計基準(財 務会計準則公報)の 国際財務報告基準(IFRSs)へ の調和

化

(1)台 湾の会計基準の国際的調和化の尺度を国際財務報告基準(IFRSs)に 求め る理

由

(2)国 際財務u'基 準(IFRSs>と 台/5の 財務会計基準(財 務会計準則公報)と の対

応 と比較

第7節 おわりに(ま とめと今後の課題)

(1)ま とめ

(2)今 後の課題

}

第6章 台湾における管理会計の理論と実践

第1節 はじめに(問 題提起)

第2節 管理会計技法の国際移転ルー トとそのフレームワークの検討

(7)管 理会計技法と管理会計との関係

(2)管 理会計技法の国際移転ルー ト:先 進国対先進国の場合

(3)管 理会計技法の国際移転ルー ト:先 進国対途上国の場合

第3節 アメリカから台湾への管理会計技法の移転とその移転媒体の検討

(1)台 湾における管理会計テキス トによる管理会計技法の分析

(2)台 湾における会計学担当教授 ・研究者の博士号(PhD)の 状況

第4節 台湾における管理会計技法の現状とその分析

(1>台 湾における管理会計技法適用の分類と採用調査の結果分析

(2>台 湾における管理会計技法の現状とその分析

第5節 台湾におけるレレバンス ・ロス トと逆レレバンス ・ロス トの検証

(1)先 進国における管理会計のレレバンス ・ロス トとその対処

(2)台 湾における管理会計のレレバンス ・ロス トと逆レレバンス ・ロス ト

(3>実 務家と研究教育者による管理会計技法の適用可能性の評価

第6節 台湾における管理会計のレレバ ンス ・ロス トと逆レレバンス ・ロス トの改善の試み

(1)中 華民国管理会計学会の設立 とその活動

(2)「会計研究月刊』等による管理会niの 啓蒙と普及
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第7節 おわりに

第7章 台湾 にお け るバ ラ ンス ト ・ス コ ア カ ー ドの 導 入 と現 状

一 日本 と台湾 との 比 較 を 中心 に一

第1節 は じめ に(問 題 提 起)

第2節KaplanとNortonの バ ラ ンス ト ・ス コア カ ー ドの 日本 と台湾 へ のiz播

(1)KaplanとNortonのBSCに 関 す る著 作

(2)BSCの 定 義 、 四 つ の視 点 、 お よび 適 用 範 囲

(3)BSCの 呼 称

第3節 日本 お よび 台湾 の 研 究 教 育 界 に お け るバ ラ ンス ト ・ス コア カ ー ドの導 入

(1)1992-94年 に か けて の 日本 の 状 況

(2)1996一 一97年 に か けて の 台 湾 の 状 況

(3)1997-98年 に か け ての 日本 の 状 況

(4)1995一 一2000年 に か けて の 台 湾 の 状況

(5)2000一 一〇2年に か けて の 日本 の 状 況

(6)2001…02年 に か けて の 台 湾 の 状 況

(7)2003-04年 に か け ての 日本 の 状 況

(8>'2003-04年 に か けて の 台 湾 の 状 況

第4節 台 湾 の 実務 界 に お け るバ ラ ン ス ト ・ス コ ア カ ー ドの 導 入

(1>世 界 の 実務 界 に お け るBSCの 普 及 動 向

(2>台 湾 企 業 に お け るBSCの 認 識 と企 業 へ の導 入 お よ び そ の成 功 可 否 の調 査 内 容

(3>調 査 対 象企 業 とその 回 答 の 検 討

第5節 おわ りに(ま とめ と台 湾 事 例 の 日本 へ の 示 唆)

(1.〉ま とめ

(2>台 湾 事例 の 日本 へ の 示 唆

第8章 台 湾 の 環境 会 計

第1節 は じめ に(問 題 提 起 〉

第2節 台 湾 に お け る環 境 会 計 研 究 の 文 献 レ ビュ ー

(1>1993年 の動 向

(2)1994年 の動 向

(3)1998年 の動 向

(4>1999年 の動 向

(5>2000年 の動 向
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(6)2001年 の動向

(7)2002年 の動向

(8)2003年 の動向

(9)文 献 レビューに対するコメント

第3節 台湾における環境問題 と環境保全対策

(1)東 アジア共通の環境問題

(2>台 湾固有の環境問題

第4節 台湾における環境情報開示規定の検討

(1)財 務情報における環境情報関連項目の定期的開示項目

(2)財 務情報における環境情報関連項 目の不定期的開示項目

(3>台 湾における環境情報開示規定の検討に対するコメン ト

第5節 台湾における環境会計導入の事例研究

一聯華電子(UMC)の ケースー

(1>台 湾における環境報告書の作成開示状況

(2)聯 華電子(UMC)の 会社概要と環境政策

(3)聯 華電子(UMC)の 『2002企業環境報告書』

(4)聯 華電子(UMC)の 環境マネジメント

(5)聯 華電子(UMC)の 環境会計システム

(6)聯 華電子(UMC>に おける環境パフォーマンス指標

(7)聯 華電子(UMC)に おける環境会計システムに対す るコメント

第6節 おわりに(ま とめと今後の課題)

(1)ま とめ

(2)今 後の課題一環境会計の制度化に向けて一

終章 本論文の総括と課題

第1節 本論文の総括と結論

第2節 本研究の今後の課題と展望

3.本 論 文の概要

序章 「中国国民革命期における中華民国近代企業会計制度の生成 と発展」では、清朝崩壊

後、中華民国が建国 され、他方に中国共産党があるとしながらも、一応国民党政権の下で中

国がまとまろうとした所謂 「中国国民革命期」を通 して、①当時の会計事情を検討 し、②会

計制度の変遷を辿ることによって、現在の中華人民共和国および台湾(中 華民国)に おける

会計制度の源流 を探索 している。
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まず 、清 朝 末 期 か ら国 民 革 命 期 に か け て の 中 国 の会 計 事 情 を知 る手 掛 か り と して 、Fischer

[1927ユ に よ るTheJaurn｢lofAccountancyに 掲 載 され た"AccountingandAuditinginChina"

を検 討 して い る。続 い て 、 中 国 に 進 出 して い た 日本 の 企 業 や 教 育 機 関 で 、会 計 関係 の 仕 事 や

会 計 教 育 ・会 計研 究 に携 わ っ て い た 日本 人 に よ る論 文 や 報 告 書 等 を検 討 して い る。特 に 東 亜

同 文 書 院 の有 本邦 造 教授 よ る一 連 の 著 書 や論 文 、 東 亜r文 書 院 支 那 研 究 部 の 『支 那研 究 」 や

初 期 の 頃 の 『會 計 』 等 に 見 出せ る論 文 や報 告 書 は 、 この時 代 を知 る貴 重 な 資料 で あ る 。次 に 、

当 時 の 会 計 制 度 に関 わ る諸 法 律 や 諸 規 定 等 を検 討 して い る。 「公 司律 」(1904年)、 「公 司條 例 」

(1914年 〉、 「公 司法 」(1929年)等 の 公 司法(会 社 法)関 係 の諸 法 律 や 、 「會 計 師 暫 行 章 程(会

計 士 暫 定 規 定)」、「會計 師 註 冊 章 程(会 計 士.登録 規 定)」(1927年)、 「會 計 師 條 例(会 計 士 条 例 〉」

(1930年 〉 等 の會 計師(会 計 士)に 関 す る諸 規 約 、 お よび 上 海 中 華 民 國會 計 師 公 會(上 海 中華

民 国 会 計 士 協 会)の 「上海 中華 民 國會 計師 公會 章 程(上 海 中華 民 国 会 計 士 協 会規 則)」 等 會 計

師 公 會(会 計 士 協 会)に 関 す る 諸 規 則 を検 討 して い る。 複 式 簿 記 の導 入 や 公 司 法(会 社 法)

の 制 定 に対 して 、 日本 か らの影 響 も少 な くな い こ と も判.明 して い る。

国 民 革 命 期 に お け る会 計 制 度 の 変 遷 に つ い て は 、辛 亥 革 命 期 か ら北 伐 戦 争 開 始 期 ま で を

「會 計 師 暫 行 章 程 」 の時 代 と して 捉 え 、時 代 背 景 と会 計 事情(特 に会 計 帥 の制 度)、 規 定 内 容 、

さ らに 当 時 の 日本 の 会 計 プ ロ フ ェ ッシ ョンの 事 情 との比 較検 討 を行 って い る。 続 い て 、北 伐

戦 争 開始 期 か ら第 二 次 世 界 大 戦終 結 期 まで を、 「會 計 師 註 冊 章程 」・「會 計師 覆験 章 程 」 お よび

「會 計 師 條 例 」 の 時代 の時 代 と して 捉 え検 討 して い る 。会 計 師 とい う資 格 を得 るた め に は 、 そ

の 地 の 支 配 政 府 の 許.可必 要 で あ っ た こ と 、 さ らに 「會 計 師 註ilff」 ・「會 計 師 覆 験 章 程 」 に

至 っ て は 国 民 党 党 員 で あ る こ と ま で もが 要 求 され て い た こ と、 會 計 師 公 會(会 計 十 協.会)の

設 立地 域 か ら南京 国 民 政府 の勢 力範 囲 が推 測 で き る こ とにつ い て も検 討 して い る。

な お 、表 記 上 、第1章 に お いて は 、原 語 の漢 字 の イ.メー ジ を重 視 して い るた め 、 原 語 を先 に

出 し翻 訳 を その 後 の 括 弧 にて 示 す 方 法 を取 っ て い る。 さ ら に頻 出 す る用 語 につ い て は 、 その

後 は原 語 の み と して い る。

第1章 「中国 的 責 任会 計 の 生 成 と発 展 」 は 、AccountingOrg｢nizationandSocietyに 、1988年

掲 載 され.たSkousenandYang[1988]"WesternManagementAccounfingandtheEconomic

ReformsofChina'が 提 示 す る 「経 営 管理 シス テ ムの 分 類 と会 計責 任 セ ンタ ー の 関係 」 と い う

フ レー ム ワ ー ク を拠 りど こ ろ と しな が ら 、所 謂 中 国 的 責 任 会 計 の生 成 と発 展 に つ い て 、他 の

論 者 の 見解 も各所 に盛 り込 ん で 考 察 して い る。 第4章 の 文献 レ ビュ ー で も検 討 して い る が 、n

本 に お け る 中国 会 計 研 究 に は 、欧 米 で の 研 究 成 果 に関 す る検 討 が ほ とん ど出 て こ な い 。 ま し

て管 理 会 計 の 分 野 で は皆 無 で あ るの で 、 そ う した 研 究 の 未 開 拓 分野 を 開拓 す る と い う試 み も

入 っ て い る。

建 国 時 の1949年 か ら改 革 開 放 の 時 代 が始 ま る1978年 ま で は 、 「一 国 一一'企業 」 とい う経 済 体 制

で あ った ため 、 中国 に お け る責 任 会 計 の 生 成 と発 展 は 、 中 国 に お け る企 業 会 計 制 度 そ の もの
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で もあ っ た 。 この 社.会主 義 計 画 経 済 の 時代 で は 、責 任 会 計 を国 営 企業 の 「原 価 セ ジ タ ー」 に

よ る経 営 管 理 の 時 代 の.会計 シ ス テ ム と して 捉 え て い る。 さ らに社 会 主 義 計 画 経 済 の成 立 期

(7949一一58年)と 毛 沢 東 思 潮 高 揚 期(1958-78年)に 区分 して検 討 して い る が 、 いず れ の時 代

も、生 産 性 をr.げ る方 法 に 苦 慮 す るの で あ る 。東 西 を 問 わ ず 、 い か に して 労働 者 か ら勤 労 の

イ ン セ ン テ ィヴ を 引 き出 す か が 問 題 に な るの で あ る 。 国 営 企 業 の 損 失 は 国 家 が 補填 す る仕 組

み の下 で は 、国 家 が そ の イ ン セ ンテ ィヴ を考 え出 さな け れ ば な ら な か っ た 。 そ の 行 き着 く と

こ ろが物 的 イ ン セ ンテ ィヴ へ の 回 帰 で あ っ た。 これ が改 革 開 放 の 時 代 開 幕 の トリ ガー と もな

っ たの で あ る。

本 論 文 で は 、改 革 開 放 の 時 代 の第 一・期 を 、放 権 譲利 の 時 代.(1978-92年)と して捉 えて い

る。 す な わ ち.、国 営 企 業 に お い て さ ま ざ まな権 利 を企 業 自 身 に 委 譲 し、 イ ン セ ンテ ィ ヴ高揚

を試 み た時 代 で あ り、 国 営 企 業 は 「利 益 セ ン ター 」 に よ る経 営 形 態 へ と変 化 して い っ た 。 し

か し生 産 性 の 低 下 は止 ま らず 、遂 に1985年 、 国 営 企 業 は 「.一国 一 企 業 」 と して の 損 益 分岐 点

を割 り込 ん で しま うの で あ る 。SkousenandYang,の 論 文 は1988年 公 表 な の で 、 この頃 まで を

対象 と してtheEconomicReformsと い っ て い るの で あ ろ うが 、theEconomicReformsは さ ら

に続 い た ので あ る。

改 革 開放 の 時 代 の 第 二 期 は 、社 会主 義 市場 経 済 の 時 代(1992一 一現 在)で あ る。 本 論 文 で

は 、 国有 企 業 経 営 形 態 を 「投 資 セ ン タ ー」 に よ る経 営 管 理 の 時 代 と して捉 えて い る。 その 行

き着 くと ころ は 、 株 式 会 社 化 で あ ろ うが 、 必 ず しも そ の 転 換 は 円滑 に は進 まず 、 現 在 も国 有

企 業 改.革は続 い て い る。 した が って 中 国 的特.色 と して の 中 国 的 責 任 会 計 の研 究 が 、 依 然 必 要

と され て い る の で あ る。 最 近 設 立 され た 国家 会 計 学 院 に お け る二 大 役 割 の1つ に 、 「国 有 企 業

改 革 の た め に 国 有 企 業 管 理 者 は 財 務 管 理 を 修 得 す る こ と」 が挙 げ られ て い る こ と か ら見 て 、

未 だ 、 国有 企 業 の 「投 資 セ ン ター」 と して の 役 割 は 十 分 に は果 た され て はい ない とい え る。

第2章 「中 国 の 管 理 会 計 に お け る 中 国 的特 色 を形 成 す る基 礎 的 要 素 」 で は 、 ～馬巧 根[200i]

「管 理 会 計 の 中国 的 特 色 論 」 をベ ース に 、概 念 的 な 意 味 で 「中国 的 特 色 」 と は何 か を主 眼 に置

い て検 討 して い る 。本 論 文 で は 、特 に管 理 会 計 の 分 野 に重 点 を置 くこ とに1つ の 目標 を置 い て

い る の で 、 中 国 の 管 理 会 計 を婿 究 す るに 当 た り、 まず 、 中国 に お け る管 理 会 計 の 特 色 、所 謂

「中国 的 特 色 」 につ い て 考 察 す る必 要 が あ っ た 。す な わ ち、1949-78Tに お け る 中.国企 業 は 、

そ の大 半 が 国 営 企 業 で あ り、 ま た イ デ オ ロギ ー 上 の 理 由 か ら管 理 会 計 とい う用 語 も な い状 態

で あ った が 、 しか し、 第1章 で検 討 した.責任 会 計 に見 られ る よ うに そ れ を機 能 とす る 会計 シ ス

テ ム は存 在 して い た。1978年 末 以 降 の 改革 開放 政 策 に よ り 、西 側 諸 国 か ら経 営 管 理 の 概 念 と

技 術 が 導 入 され 、 管 理 会 計.も中国 の 従来 の シ ス テ ム の 中 に 取 り込 まれ 、 「中 国 的特 色 」 を形 成

す る に至 っ た。 凋[2001]で は 、 中 国 の管 理 会 計 実 践 に お け る 中 国 的 特色 を形 成 す る基 本 的

要 素 と して 、① 政 府 の 誘 導 性 、 ② 企 業 実 践 の緊 密性 、 ③ 管 理 活 動 の 自 発性 、④ 管 理 方 法 の 実

用性 、⑤ 具 体 的 な 扱 い 方 の 柔軟 性 、⑥ 発 展 形 式 の漸 進 性 、⑦ 文 化 建 設 の.普及 性.、とい う7要 素
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を挙げている。それら7要素を検討するに際 しては、他の論者の見解 を十分に盛 り込みながら、

中国の管理会計実践における中国的特色を形成する基本的要素の内容を明 らかに している。

中国会計学会は、1999年3月 に 「中国の特色的会計理論と方法システム」専門研究グループ

を組織 し、同年9月にそのシンポジウムも開催した。研究対象の多くは財務会計領域であった

が、管理会計領域に属するものも多少はあった。何れにしても 「中国的特色 を持つ(中 国特

色的〉」という表題に見られるように、これらは中国会計学会が中国としての会計を公に意識

した最初の現象であった。折 しも1999年 は中華人民共和国建国50周 年の年でもあった。会計

学の立場からこの50年 を振 り返る意味は十分にあったといえるし、また中国会計が、中国会

計としてアイデンティテ ィを持つのに十分な年月を重ねてきたともいえる。中国の財務会計

が、グローバル化の波の中で国際的に調和化 し、「中国的特色Jを 消滅 させていく道程を辿 り

つつあるのに対 し、中国会計が中国会計として、すなわち本当の意昧で 「中国的特色」を有

する会計としてアイデンティティを標榜できるのは、むしろ管理会計においてではないだろ

うかとい う考えの下に、管理会計における 「中国的特色Jを 形成する基本的要素を考量 して

いる。

第3章 「改革開放の時代における企業会計制度の復活と発展」では、まず、改革開放時代の

企業会計制度研究に関する文献レビューとして、1978年 以前か ら現在 までの日本における研

究動向を分析 している。特に、改革開放時の中国会計学における 「近代会計制度の再スター

ト」に際 し、青木茂男教授以..F早稲田大学会計学者の貢献は特筆に価す ることを挙げ、さら

にその流れを汲んで大雄令純教授や謝少敏教授(当 時、南山大学大学院生、現、上海財経大

学教授)の 業績等を検証している。次いで国民革命期の企業会計制度の復活内容と改革開放

の時代における企業会計制度の発展を、経済発展 と関連 させて検討 している。中国における

現行の企業会計制度では、「会計法」(1985年 〉を頂点とする法体系 を形成する各要素につい

て検討 している。改革開放の時代の企業会計制度は頻繁に新規規定の制定や改正が行われて

きたため、法体系は早いものでは数年で変更 されている。時間的プロセスと経済的背景とを

合わせ考察することによって、法規定の新設や改正の意味を明確にしている。「企業会計準則

(基本準則〉」(1993年)は 、社会主義市場経済政策がとられて問もない頃の制定であったが、

さらにWTO加 盟を前 にして1999年 の 「会計法」再改正、2000年6月 勧定2001年1月 新規実施の

「企業財務会計報告条例」、2000年12月 制定2001年1月 新規実施の 「企業会計制度」等、最近に

おいても根本的な変更があり、現行制度を明確にするとい う観点から、新規法規定を中心に

検討している。

会計プロフェッションの復活と国際化では、公認会計士監査(注 冊会計師審計)を 巾心に

考察している。会計師事務所の復活では、「中国会PIの 父」と讃えられている播序倫の 「立信

会計師事務所」の場合を取 り上げて検討 している。 さらに公認会計士監査制度の発展とその

国際化について、「注 冊会計師条例」制定(1986年)、 中国注冊会計師協会(CICPA)設 立
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(1988年)、 注冊.会計師の全国統一資格試験(注.冊 会計師全国統..一一考試〉の開始(1991年)、

「中国注冊会計師協会章程」制定(1996年)、 そして中国注冊会計師協会(CICPA>の 国際会

計士連盟(lnternaUonalFedera亡lonofAccountants,IFAC>加 盟(1997年)等 を検討 している。

現在、中国注冊会計師数が世.界第3位 にあること、今後30Ti.人まで育成する計画があり、その

準備 として国家会計学院の設立を始め、制度や設備の充実化 も着々と進められていることを

検討 している。監査基準である中国公認会計士独立監査準則(中 国注冊会計師独.立審計準則)

の制定プロセスおよびその構成と内容について吟味 し、「中国注冊会計師独立審計準則」は、

「中国人民共和国注冊会計師法」に基づく規定であるという成立基盤を除けば、国際的にも全

く引けを取らない形式と内容を具備するに至っている、と結論づけている.

第4章 「巾国の環境会計」では、環境悪化に苦 しむ中国に対 し、 日本がこれまで取 り組み、

世界的にもその先進性が認められている環境会計を、中国の環境保全対策の一環 として役立

てる可能性、すなわち、環境会計の日本か ら中国への移転の可能性 を考察 している。中国会

計の研究において、中国の環境会計を扱った文献は未だ日本にはない。論述するに当たって、

まず、中国における環境問題 と環境保全対策について調べている。その結果、中国の環境問

題は、東アジア共通の問題と中国固有.の問題があることが判明 した.ま た、中国自体 も環境

保全については、国を挙げて取 り組み、「憲法」にまで盛 り込 まれるほどであることも明 らか

となった。それにもまして、「環境保護法.1を頂点として、法律条例等まで入れると6,000余

の環境関連法規があることが判明し、さらに環境.会計に関する論文約90編 、著書2冊 を年度別

に文献 レビューを行った結果、.環境会計は、まだ啓蒙的な段階であることが判明 した。環境

学自体は非常に隆盛であり、環境に関する報告書等も多く出版 されていた。 しか し、環境そ

れ自体は益々悪化の途 を辿 っている。それが現実である。

1999年 、慶応大学と清華大学との問に、3E(Energy,EnvironmentandEconomy)研 究院

プロジェク トという共同研究プロジェク トが発足 した。この3E研 究院プロジェク トの中の中

国企業管理研究チームが、①中国において環境会計報告書が実務界で.全く普及 していないこ

と、② 中国において環境会計の研究が学会で も進んでいないこと、を受けて中国において2年

間にわた り環境会計のケーススタディを行 った。その.協力企業 に、蘇州横河電表有限公司

(日中合弁企業、横河電機子会社)と 上海索広映像有限公司(日 中合弁企業、ソニー.予会社)

があり、環境会計の導入を試みた。両社の中国での環境会計報告書のうち、中国における最

初の環境報告書である蘇州横河電表有限公司の環境報告書(2002年3月 ユ5日発行)を 事例研究

の対象 として取 り上げている。同社の環境会計は、Flの 環境庁(現 、環境省)が2000年3月

に公表 した環境会計ガイ ドラインに準拠 して作成 されていることが判明している。日本が持

つ環境会計技法の国際移転の好例である。

最後に、中国において、環境保全という崇高な理.念が、少なくとも20年以上 も前か ら 「憲

法」にまでも謳われ、国民の前に顕在的に明示 されてきたにも拘 らず、その実行形態の1つで
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ある環境会計の実施す ら本格的に始まっていないという事実の原瞬について考察 している。

そしてその究極の原因は、企業およびステイクホルダー双:方の 「アカウンタビリテ.イ概念の

欠如」にあるだろうと推測 している。すなわち、中国での社会主義市場経済社会においては、

資本主義的な経験が浅いために、資本主義社会で長い時間をかけて醸成 してきた、一'uSuPH責任

としてのアカウンタビリティ概念が未成熟なために環境報告書の作成という行動にまで至 ら

なかった。逆に社会主義市場経済社会が進展 し、中国社会にアカウンタビリティ概念が根づ

いてくれば、自ずと企業の環境報告書や環境会計は研究段階に止まらず、実践段階へ と歩を

進めることになるだろうと考量 している。

第5章 「台湾における会計制度の生成 と発展」では、まず、台湾の企業会計制度研究の文献

レビコ、一を行っている。やはり、台湾の企業会計制度研究の嗜矢は、大雄令純教授にあった

こと、会計学が専門ではないが、水越潔教授の業績が大 きいこと、1980年 代前半、山口年一

教授指導の下、亜細亜大学の会計学スタッフが実施 した台湾会計の現地調査は、アジア会計

の調査では先見性があったこと、等が判明 した。本研究の原点 も、この台湾会計現地調査に

ある。台湾における現行の企業会計制度の研究では、「商業会計法」とその附属法規r商 業会

計処理準則」「ビジネ.スが会計データ処理にコンビz`タ を使用することに関する規則」、「証

券取引法(誰 券交易法)」 とその附属法規 「証券取引法施行規則」「証券取引所への有価証券

....ヒ場の審査準則」、「会社法(公 司法〉」、「法人税法(台 湾では所得税法)」、「商業通用会計制

度規範」について検討 している。

台湾における経済発展と会計制度の整備およびその国際化について、経済発展区分に従い

10年単位で検討 している。会計制度としては、序章の中華民国における会計制度の継受とな

っている。1940年 半ば一一50年代については、1949年 の中華民国政府の遷台を境に状況は一変

するが、大陸時代でも、「中華民国憲法」が公布(1947年)さ れ、また.会計制度の分野からも、

「会計士法(.會計師法)」制定(1945年)、 「.会社法(公 司法)」大改正(1946年)、 「商業.会計法」

制定(1948年)と いう、その後の会計制度に大きな影響 を持つ法律がいくつも公布あるいは

改正された。1960年 代は、資金調達のための環境作りの期間であり、証券市場が創設 され、

その運用のための会計制度が整備 されていった。1970年 代は、会計制度 も国際化を日指 し、

GAAPに 似 た 「一般公認.會言.f原則」を1970年 に公表 したが、社会的反応は殆どなかった。

1980年 代は、台湾経済の国際的な存在感を背景に1会 計制度 も国際化、特にア.メリカ化して

いった。1990年 代、台湾のアジア太平洋オペ レーション ・センター構想の実現に向けて、会

計環境 も高度化が要求さ.れるようになった。2000年 代は、特にWT(.)加 盟に伴い、会計制度

を含むすべての制度がボーダレ.ス化の波の中に投げ出されていった。

台湾における会計ブロフェッシ ョンの国際化への対応では、財団法人中華民国会計研究発

展基金会、財務会計準則委員会、会n'f監査標準諮問委員会(會 計審計標準諮詞委員會)の3組

織の体制が、アメリカのFASBト ライアングル体制と類似することから、その比較研究を行っ
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て い る 。 最 後 に 、 台湾 の 財 務 会 計 基 準(財 務 会 計 準 則 公 報)が 国 際 財 務 報 告 基 準(IFRSs)

に対 して 、 どの 程 度 調 和 して い るか を、GrahamandWang[1995]に よ る調 査 「台 湾 の 会 計

基 準 と国 際会 計 基準 との比 較(TaiwanandInternationalAccounfin.gStandards:ACompari-

son)」 の フ レー ム ワ ー ク を利 用 し、 そ の 補 足 と修 正 を行 い 、検 討 して い る 。 そ の 結 果 、 台湾

の 「財 務 会 計 準則 公報 .」は 、 国 際 的 に 見 て もか な りの 水 準 に あ る こ と が判 明 した 。 ま た 、 台

湾 に お け る会 計 基 準 設 定 の ケ ー ス は 、IFRsが 、 発 展 途 上 国 に お け る会 計 基 準 形 成 に 対 して も

適 用 可 能 で あ り、有 効 な もの で あ る こ と を示 唆 して い る こ と も判 明 した。

第6章 「台 湾 に お け る管 理 会 計 の 理 論 と実 践 」 で は、 管 理 会 計技 法 の 国際 移 転(internation-

altransfer>に つ い て 、 そ の考 察 の フ レー ム ワー ク で あ る 「管 理 会 計 技 法 の 国 際 移 転 ル ー トの

フ レー ム ワー ク」 に基 づ きな が ら、 その ル ー トと フ レ ー ム ワ ー ク を検 討 して い る 。 さ ら に そ

の フ レ ー ム ワー ク を具 体 的 に 、 ア メ リカ か ら台湾 に 管 理 会 計 技 法 が 移 転 す る ケ ー ス に 当 て は

め て 考 察 して い る。 管 理 会 計 技 法 の 移 転 媒 体 と して 、 まず 、 台 湾 の 代 表 的 な管 理 会 計 の テ キ

ス トの 中 で扱 われ て い る管理 会 計技 法 を 分析 して い る。 さ らにWu,Kang,YehandLin[1997]

の"FinancialandManagementAccounfingPracticesinTaiwan"で 調 査 した 管 理 会 計 技 法 と比

較 分 析 して い る。 ま た、 管 理 会 計 技 法 の 国 際 移 転 に は 人 材 に よ るル ー トも あ る が 、 台 湾 にお

け る会 計 担 当者 は65%が ア メ リカ で の博 士 号(Ph.D)取 得 者(1998年 現 在)で あ る こ と も判

明 した 。 以 上 の 状 況 か ら、 ア メ リカ か ら台湾 に国 際 的 に移 転 して きた 管 理 会 計 技 法 は 、 台 湾

の 研 究 教 育 界 に お い て 、理 論 面 で 着 実 に定 着 化 して い る こ とが判 明 した 。 次 に その 定 着 化 し

た管 理 会 計 技 法 は、 台 湾 で は 、 実 務 界 か らの 要 求 に どれ くらい レ レバ ンス(Relevance>性 を

持 って い るか とい う分析 を 行 っ た 。 ア メ リ カで は 、実 務 が理 論 に先 行 し、 研 究 教 育.界か ら も

た ら され る管 理 会 計 は 、実 務 界 の 実 践 に比 べ 陳 腐 化 とい う現 象 が生 まれ て い た が 、 台 湾 で は、

ア メ リカ の状 況 と は逆 に 、実 務 界 は 、...部 の先 端 的 企 業 を除 き、伝 統 的 な(ア メ リカ で は 陳

腐 化 した と看 傲 され た)理 論 を 求 め て い る こ とが 判 明 した 。す な わ ち 、 実 務 界 は 、研 究 教育

界 で の 先 端 的 理 論 を生 かす と こ ろ まで は発 達 して い な い た め 、 や は り理 論 が 実 務 に対 し適 合

性 を喪 失 して い る状 況 を も た ら して い た6こ の現 象 を 、理 論 が実 務 に先 行 して い る と い う意

昧 で 「逆 レ レバ ン ス ・.ロ.スト(oppositerelevancelost>」 と名付 け た 。 こ の逆 レ レバ ンス ・ロ

ス トとい う現 象 は、 台 湾 だ け で は な く、 管 理 会 計技 法 の 移 転 を受 け る(輸 人 す る)他 の 国 々

に も当 て は ま る現 象 と考 え られ る1す な わ ち 、 レ レバ ン ス ・ロ ス トと い う現 象 の み が管 理 会

計 の研 究 分 野 で は注 目 され て い るが 、 「逆 レ レバ ンス ・ロス ト」 と い う現 象 もア ジ ア諸 国 の管

理 会 計 を研 究 す る場 合 、 見逃 して は な らな い 現 象 で あ る こ とを強 調 して い る。

第7章 「台 湾 に お け るバ ラ ン ス ト ・.スコ ァ カ ー ドの導 入 と現 状 一 日本 と台 湾 との 比 較 を 中心

に一 」 で は 、 台湾 に お け るバ ラ ン.ス ト ・ス コ ァ.カー ド(BalancedScorecard:以 下BSC)(平

衡 計 分.拘 の 反応 と 日本 に お け る それ と の 比 較 に焦 点 を当 て 、理 論 が 実 務 に先 行 す る と い う

管 理 会 計技 法 の 受 入 国 特 有 の 「逆 レ レバ ン ス ・ロ ス ト」 現 象 を通 して 考 察 して い る。 す な わ
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ち 、 管理 会 計 技 法 の 国豫 移 転 の1つ の ル ー トは、 研 究 教 育 界 を通 して の ル ー トで あ る が 、 ア メ

リカ で のKaplanとNortonのBSCに 関 す る著 書 と論 文 が 、 台 湾 と 日本 に お い て 、 いつ の 時 点

で翻 訳 紹 介 され研 究 され て 行 っ たか を比 較 対 照 を行 って い る 。 そ の比 較 を 通 して 、 台 湾 と 日

本 とで はBSCの 移 転 に 関 しど の よ うな相 違 が あ っ たか を検 討 して い る 。 も う1つ の ル ー トは

実 務 界 へ の ル ー トで あ るが 、 本 章 で は ル ー トその もの よ り移 転 した結 果 と して 、BSCが 現 在

ど の程 度 台湾 の実 務 界 に浸 透 して い るか を検 討 して い る。 その 結 果 、BSCの 台湾 へ の移 転 は 、

日本 と比 較 す れ ば 、遅 れ た ス タ ー トで あ っ た 。 そ れ が 、21世 紀 に入 る と、加 速 度 的 に 注 目 さ

れ る よ うに な り、市 販 の 会 計 専 門 誌 『.會計 研 究 月 刊 』 を中 心 に 、 単 にBSCに 関 す る紹 介 論 文

だ け で は な く、BSC導 入 の実 践 論 文 もた び た び 掲 載 され る よ う に な って い った こ とが 判 明 し

た。KaplanとNortonの 著書 や論 文 も、呉 安 一国 立 政 治 大 学 教 授 等 に よ っ て精 力 的 にか つ 詳 細

に紹 介 解 説 され て い った 。 さ らに 導 入 実 践 報 告 も本 格 的 に な って い っ た。 その1つ がBSCの

適 用 が 最 も望 まれ て い る情 報 部 門 へ の 応 用 の試 み で あ った 。 こ う した事 例 研 究 で は 、 実 務 家

も加 え産 学 協 同 で研 究 が行 わ れ 、 「逆 レ レバ ンス ・ロ ス ト」 の状 態 に あ っ た と して も、 この 段

階 で は研 究 教 育 界 と実 務 界 との乖 離 は 解消 され る段 階 に入 っ た と見 る こ とが で きた 。BSCの

実 務 界 へ の浸 透 で あ る が 、rF泳 泓[2002a]の 所 説 「台 湾 企 業 のバ ラ ン ス ト ・ス コ ア カ ー ド導

入 成 功 の 実 例 に した が って 、 企 業 の 現 状 分 析 と導 入 の あ ら ま し を検 討 す る」 に依 拠 しな が ら、

台 湾 に お け るBSCの 実 務 界 へ の 導 入 と現 状 につ い て検 討 を行 っ た。 その 結 果 、 「既 に 導 入 し

て い る」 が5%と 「現 在導 入 中」 が23%で あ り、合 計 す る と28%の 企 業 が 、 ご く近 い 将 来 に お

い てBSC経 営 を行 うこ とに な っ て い る こ とが 判 明 した 。 さ らに 「導 入 を考 慮 中」 の35%を 加

え る と 、実 に63%、 す な わ ち6割 強 の 台 湾 企 業 がBSCを 備 え る こ とに な り、額 面 通 り受 け1.r.

め れ ば 、 ま さに ア メ リカリ 水 準 に到 達 して い る こ とが 判 明 しt.,逆 に 日本 の実 務 界 は 、 台 湾

に 比 べ てBSCの 導 入 に は消 極 的 で あ っ た 。台 湾 の 状 況 との比 較 分 析 に よ っ て 、 そ の原 因 と 日

本 の 現 状 を考 察 して い る。

第8章 「台湾 の環 境 会 計 」 で は 、台 湾 に お け る環 境 会 計 研 究 を 中心 に 、台 湾 で の 「環 境 会 計

の 制 度 化(lnstitutionalizationoftheEnvironmentalAccounting)」 は 、現 在 どの よ う な状 況 に

あ るの か を検 討 して い る。 具 体 的 に は 、 台湾 の 環 境 会計 研 劣 者 は、 環 境 会 計研 究 に こ れ ま で 、

どの よ うな成 果 を もた ら して きた の か 、 そ して 環 境 会 計 研 究 は現 在 ど の よ うな状 況 に あ るの

か 、 さ らに環 境 会 計 の 台 湾 企 業 へ の 導 入 に 際 し、環 境 会 計 研 究 者 は ど の よ うに企 業 を啓 蒙 し

か つ 指 導 し、環 境 会 計 を制 度 化 しよ う と して い る の か 、 に つ い て 検 証 して い る 。 また 、 会 計

技 法 の 国 際 移 転 の観 点 か ら、 先 進 諸 国 特 に 日本 の 環 境 会 計 研 究 の 成 果 や環 境 省(環 境 庁 時 代

も含 む)の 「環 境 会 計 ガ イ ドラ.イン」 は 、 台湾 の 環 境 会 計 研 究 に役 立 っ て い るの か 台 か 、 あ

るい は 台 湾 の環 境 会 計 め 研 究 と実 践 に 日本 か ら何 か.協力 す る余 地 は あ る か の否 か 、 に つ い て

検 討 して い る。

台 湾 で は 、2000年 に 入 る と、環 境 会 計 の制 度 化 に 向 け た2つ の大 きな研 究 プ ロ ジ ェ ク トが実
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施 され 、相 次 い で そ の 成 果 が公 表 され た 。1つ は国 立 交 通 大 学 管 理 科 学 部 沈 華 榮 教 撞 に よ る3

年 間 に わ た る調 査 研 究 で あ る沈 華 榮[2001a、2001b、2002b]の 『「我 が 国 の環 境 保 全 政 策 全

体 の 計 画一 企 業 環境 会 計制 度 の構 築 」 期 末報 告 』 の シ リーズ で あ り、 も う1つ は国 立 台 湾 大 学

会 計 学 部 林 揮 媚 教 授 に よ る調 査 研 究 で あ る林 揮 媚[2001]の 『台 湾 に お け る環 境 会 計 実 行 可

能 性 の 研 究 』 で あ っ た 。 この2つ の 報 告 書 は台湾 に お け る環 境 会 計 の 制度 化 に向 けて の オ ピニ

オ ン ・.レポ ー トな って い る 。 沈[2001a、2QOIb、2002b].に つ い て は 、 日本 の 「環 境 会 計 ガ

イ ドラ イ ン」 を..f分考 慮 した 内 容 に な って い る が 、後 者 の 林[2001ユ で は全 くの 無 視 され て

い る。 事 例 研 究 と して は 、世 界 に お け る2大 ピ ュア ・フ ァ ウ.ン ドリー ・メ ー カ ー の1つ 聯 華電

子(UMC)の ケ ー ス に つ い て 分 析 して い る。 今 後 の課 題 と して は 、環 境 会 計 の 制度 化 に 向 け

て の 可能 性 を探 索 し、 そ の た めの 提 言 を行 って い る。第4章 で 扱 った 中 国 の 場合 と同様 に 、 東

ア ジ アの 環 境 保 全 の た め に 、 日本 が 有 して い る世 界 的 に見 て も最 先 端 とい え る環 境 会 計 の技

法 を 、 中台 協 力 の 下 、台 湾 に も生 か した い と考 えて い るか らで あ る。 第1に 、産 官 学 が 一体 と

な っ て 協 力 体 制 を構 築 す る こ とが 必 要 で あ る。 台 湾 ほ どの 経 済 規 模 で 、 環 境 報 告 書 を 出 して

い る企 業 が数 社 で は 、 余 りに も少 なす ぎ る。 この 状 況 は、.第7章 で 扱 っ たBSCと は対 照 的 で

あ る 。第2に 、環 境 会 計 ガ.イ ドライ ン制 定 を促 進 す る必要 が あ る 。 台湾.企業 が環 境 会 計 を制 度

と して導 入 す るか 否 か は 、最 終 的 に は 環 境 会 計 ガ イ ドラ イ ン が制 定 で き るか 否 か にか か っ て

い る とい っ て も過 言 で.はな いで あ ろ う。 デ ンマ ー クや オ ラ ン ダの よ うに 法 制 化 の 道 を と るの

か 、 日本 の よ うに ガ イ ドラ イ ン化 の道 を と るの か 、 とい うい ず れ か の 道 が あ る。 先 の 林 揮 娼

教 授 は.前者 を 、沈 華 榮 教 授 は後 者 を 、.それ ぞ れ の 報 告 書 の 中で 模 索 して い る よ う に感 じて い

る。

終 章 「本 論 文 の 総 括 と課 題 」 で は 、本 論 文 の総 抵 と して 、 本 論 文 の主 旨 で 述 べ た 中国 に お

け る企 業 会 計 につ い て の 「包 括 的 」 と い う用語 を再 度 確 認 し、 その 「包 括 的 」 な ア プ ロ ーチ

か ら、 さ らに その 中の 、企 業 会 計 制 度 、管 理.会計 、amp会 計 とい う3分 野 か らの ア プ ロ ー チ に

つ い て 確 認 して い る 。 以 上 の 「包 括 的 」 な ア プ ロー チ か ら、 中国 企 業 会 計 の 特 質 と して 、 以

下 の3点 が抽 出 され た 、 とす る 。 す な わ ち 、

① 会 計 制 度 ・技 法 の キ ャ ッチ ア ップ が 速 い こ と

.企業 会 計 制 度 の ア プ ロ ー チ か らは 、 国 内 の会 計 基 準 の資 本 主 義 先 進 国 に お け る会 計 基 準 へ

の キ ャ ッチ ア ッ プが.内 容 お よ び 実 質 は と もか く も形 式 的 に は 実 に迅 速 で あ る、 とい う こ と

が判 明 した。 管 理 会 計 の ア プ ロー チ に お い て も、 中華 人 民 共 和 国 と台 湾 とで は 時 期 的 な違 い

は あ るが 、国 際 移 転 が速 く、特 に理 論 面 で の キ ャ ッチ ア ップ は 著 し く、理 論 が 先 行 す る とい

う意 味 での 「逆 レ レパ ン ス ・ロ ス ト」 現 象 さえ起 こ して い る、 と い うこ とが 判 明 した 。 環 境

会 計 の ア プ ロー チ に お い て は 、 中華 人 民 共 和nと 台 湾 と で は 、 制 度 化 へ の 道 は まだ 模 索 中 で

あ るが 理 論 面 は よ く研 究 され て い る 、 とい う こ と が判 明 した 。 こ う した キ ャ ッチ ア ップ が 速

い とい う原 因 は ど こ に あ るの で あ ろ うか 。.イギ リ.スや ア メ リ カの 会 計 を典 型 と して 、 ア ジ ア
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諸国もその典型 を目標 としてそのキャッチアップを目指している。この場合、会計が単独で

キャッチアップしているのではなく、経済的に英米に追いつくという経済政策 さらには国家

政策の一環 としTの 会計の政策があ.った。韓国の朴政権、台湾の国民党政権はその典型であ

り、改革開放後の中華人民共和国の政権もその政策をとった。所謂開発独裁政策の一環 とし

ての会計制度 ・技法のキャッチアップである。

欧米で花 を咲かせた資本主義の種 は、アジア諸国にも蒔かれていったが、欧米 と同じプロ

セスを辿ったので.は花はいつ までたっても咲かない。アジアという風土にはアジアという風

土に合った咲かせ方があった。有能なエ リー トは政府に集まり、逆に民間にはそれがなかっ

た。政府にあって有能なエ リー トは、限られた資源を最適配分 し、外資を十分に導人して、

経済 を発展 させ る政策すなわち開発独裁政策をとった。それが国家としての中心的目標であ

った。社会主義をとった中華人民共和国は出遅れたが、改革開放政策として、実質的に開発

独裁の政策を導入 していった。そしてこの開発独裁政策を具体的に推 し進めるインフラ整備

の一環 として会計制度 ・技法の素早い導入があった。したがって、会計制度 ・技法の導入に

は、 ミッションと勢いがあった。素早 く欧米型の会計を導入しないと、外資導入は支障をき

たし、開発独裁政策のエンジンの役割を果たさなくなるからである。まず形式面でのキャッ

チアップが重視 され、国際的な水準を達成したことがやや誇張的に国際的にアピールされた。

実質的には、経済的にはまだその段階には達 していないために適合 しない制度(例 えば、連

結会計等)は 保留 とされた。欧米型の市場経済が未熟な段階では当然の選択でもあった。し

かしなが ら以.上の開発独裁政策の一環 としての会計制度 ・技法の素.早いキャッチアップは、

中国企業会計の特質であり必要条件ではあったが十分条件ではなかった。すなわち、会計制

度 ・技法の素早いキャッチアップは、中華人民共和国や台湾以外の、開発独裁政策をとった、

韓国やシンガt一 ル等にも当てはまるからである。

② アカウンタビリティ概念が欠如していること

これは、①の裏面からの見方 ともいえる。すなわち、資本主義先進国における.会計は、株

主をは じめとするステイクホルダーに支えられた社会における会計 といえるが、中華人民共

和国や台湾では、経済段階から見て、民間の力がステイクホルダーに支 えられた社会を形成

.するまでには至っていない。すなわち、中国における企業.会計についての 「包括的」なアプ

ローチから、中国企業会計の特質として、「アカウンタビリティ概念の欠如」が抽出されるこ

とになる。 しか しこの 「アカウンタビリティ概念の欠如」という捉え方は、中国に限らず韓

国やシンガポールにも当てはまるともいえ、中国企業会計に隈 られた特質として限定するこ

とはできない。いずれ、中華人民共和国や台湾 も独裁開発期という過渡期を過ぎ、欧米的な

資本主義に収敏するようになれば、やがては民間にアカウンタビリティ概念が十分芽生え、

民間の力を基礎とするステイクホルダーに.支えられた社会が形成 されることになるであろう。

したがって今後、開発独裁政策から民間の力による経済社会 ・市民社.会への円滑な移行へ
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の寄与 として、中国企業会計におけるrア カウンタビリティ概念の醸成Jへ の寄与を挙げる

ことができる。中国企業会計における日本の寄与は、 日本の会計学にとっても重要な課題と

いえる。IFRSを 取 り巻 く企業会計制度の分野では、すでに始まっている。管理会計の分野で

は、恩師青木茂男名誉教授の御遺志を継.ぐものである。中国への口本の管理会計の国際移転

であり、その要求に応えるためにも、単なる管理会計の技術移転ではなく、アカウンタビリ

テ ィ概念のような基本的な概念.も含む、コーポ レー ト・ガバナンスの面か らも支持 され る

「管理会計技法の国際移転」として伝えていくことが求められる。環境会計の分野については.、

日本の環境会計はレベル的にも世界に誇れる水準.にあるだけでなく、その産官学の協 力体制

も世界に対 して1つのモデルを提供 していることに鑑みて、中国における環境会計制度化にも

....卜分貢献するといえる。特に環境会計の分野では、民間.でのアカウンタビリティ概念 は徐々

に醸成 されつつあるともいえ、国家目標も経済最優先の開発独裁政策から地球環境問題も視

野に入れた政策への移行が潜在的に既に開始 されていることから見て、「アカウンタビリティ

概念の醸成」はファクターとしての重みを増 しているともいえる。

③ 管理会計の財務会計化

中華人民共和国に見られるように、1949年 から78年までは、「一一一国一企業」の会計制度すな

わち国家規模の責任会計制度 を採用 していた。国営企業を経営管理するための責任会計とい

う管理会計制度が、改革開放時代 を進めるに当たって、他の企業形態にも適用できる会計制

度すなわち財務会計制度の要素 を徐 々に加えていったのである。責任会計制度 という基礎が

なければ、容易には国際.的な財務会計制度を導人できなかったはずである。社会主義計画経

済をとったが故の責任会計制度であり、その基礎があったが故の①の会計枝法 ・制度の素早

いキャッチアップを可能にさせたといえる。

他方、台湾では、大陸での中華民国時代の会計制度の継受や日本時代の会計制度の残影は

存在 していたため、むしろ韓国との共通点が多 く、中華.人民共和国における 「管理会計の財

務会計化」という特質を見出すには至 らなかった。台湾では、財務会計分野においてより精

緻な資本計算(財 務報告面でのキャッシュフローの割引計算の導入など)が 要求 されるよう

になり、資本主義先進諸国 と同様に財務会計の管理会計化 という現象を創生 している。管理

.会計の財務会計化と財務会計の管理会計化というプロセスは
、正反対のプロセスではあるが、

収敏の先は同......・ともいえよう.ま た、中華人民共和nと 台湾とでは全く逆のプロセスを踏ん

でいるのは、台湾がNIEsの.....・員ということから見て、当然の結果ともいえる。

以上から、管理会計の財務会計化は、fi華人民共和国の企業会計の大きな特質ではあるが、

中国として台湾も加えると、それは当てはまらない,か くして、中華.人民共和国の企業会計

にも台湾の企業会計にも共通する中国企業会計の さらなる特質を見畠すことが今後の課題 と

いえよう。

最後に、今後、経済の発展 と共に、中国におけるアカウンタビリティ概念の醸成の要請も
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徐々に高まってくるはずである。そのまず第一歩 として、企業制度会計、管理会計、環境会

計の諸側面から、中国におけるアカウンタビリティ概念の醸成の要請に本論文が寄与できる

とこを望み、本論文を結んでいる。

II審 査結果 の要 旨

本論文の審査結果は、以下の通りである。

1.本 論 文の長所

(1>本 論文は、中国企業会計に包括的にアプローチ し、中国企業会計の特質 として 「会計制

度 ・技法のキャッチァップが速いこと」「アカウンタビリティ概念が欠如 していること」

「管理会計の財務会計化」とい う3点を抽出している。.先行研究には類を見idい 包括的ア

プローチを採用 し、第1に 、中華人民共和国と台湾の両者を研究対象に含めたこと、第2

に、中国の企業会計の萌芽期である国民革命期 における企業会計制度から現代までを対

象としたこと、第3に、企業会計制度に限らず、管理会計や環境会計の分野までも含めた

こと、第4に 、以上の3つ を縦糸 とするならば、横糸 として 「会計技法の移転」あるいは

「会計技法の継受」という観点を加 えてアプローチしたこと、による成果 として、中国企

業会計の特質を導 き出したことは、学.界への大きな貢献といえる。

(2>中 国企業会計に関する研究の大 きな障害は、研究資料の不足にあるにもかか才)らず、中

国企業会計の特質を抽出するための文献の収集は極めて徹底 したものであり、資料収集

とその解読に膨大な時間と労力を費やした翼摯な研究態度を高 く評価することができる。

特に、論文提出者は中国語の資料解読のために..1.・数年前から新たに中国語を学習 し、中

国会計に関する中国語音表記の英米文献が解読可能となったことは、当該研究の幅を大

きく広げることとなった。.また、会計年表等の資料を独自に作成 していることも評価で

きる。

(3>企 業制度会計からは、国民革命期の企業会計制度が、.一方では台湾の企業会計制度に継

続 して継受 され、他方中国では断絶の後、改革開放時代の企業会計制度の中に復活 し.て

いることを解明したこと、また国民革命期 における会計士協会の所在地と国民党の勢力

範囲とが.一.一致 することを裏づけた点等にも、本論文の独創性が見られる。

(4>中 国企業会計の研究は、昨今、中国がこれほど注 目を浴びているにもかかわらず、極め

て稀である。本論文において、中国の管理会計や環境会計に関する先駆的な研究をレビ

ューし、会計技法の国際移転の観点から、これ らの分野について日本が中国に対 し大き

く貢献できることを立証 していることは評価に値する。

.滝
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2.本 論文の短所

(1)本 論文は、全体として、資料や文献を収集.しその整理解読か ら中国企業会計の特質を抽

出するという研究方法をとっているが、その裏づけとなる実証研究が十分にはなされて

いない。3つ の特質を抽出する過程において、より説得力のある議論を展開するためにも

実証的なアブローチによる検証が必要であったのではないだろうか。実証的なアプロー

チが採れない場合にも、「会計制度 ・技法のキ冷ッチア ップが速いこと」「アカウンタビ

リティ概念が欠如 していること」「管理会計の財務会計化」といった状況がなぜ起 こった

のか、を明らかにする緻麿な吟味が必要であったと思われる。

② 「アカウンタビリティ概念の欠如」および 「管理会計の財務会計化」という概念を使って

いるが、両者に関する十分な説明があればさらに説得力が増 したといえよう。中国企業

会計の広範囲にわたる研究に焦点が当てられているため、「アカウンタビリティ概念」や

「管理会計の財務会計化」等の検討に多くを割けなかったことは理解できるが、本論文の

ようなアプローチから中国企業会計研究を展開するには、これ らの概念に関する厳密な

研究が不可欠であったろう。

(3)本 論文において、論文提出者のオ リジナ リティに当たる部分がもう少 し強調されてもよ

かったように思われる。たとえば、「管理会.計技法の国際移転ルー トのフレームワーク」

や 「逆レレバ ンス ・ロス ト現象」などはそうした例であり、自ら作成 した図表とともに、

詳述される球きであったと思われる。

3.結 論

本論文は、提出者が1975年4月 早稲田大学大学院商学研究科博士前期課程に入学 し、故青木

茂男教授に師事して以来、今日まで一貫 して続けてきた管理会計に関する研究 を基礎 として、

奉職先での担当科 目である国際会計の研究成果を融合 し、国際会計の中の特にアジアの会計

に研究対象を集中させることによって生み出された研究成果である。本論文については、上

記のような短所 も一部見られるが、それは、本論文の長所と比較すると、いささかも本論文

の優秀性を損なうものではない。

論文提出者大島正克は、1987年3月 に..早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程を単位取得

退学後、(AJ年4月に亜細亜大学経営学部助手に任ぜら.れ、82年には専任講師、85年には助教授、

93年 には教授に就任 し今 日に至っている。この問、2000年4月 から2002年s月 まで経営学部長、

2003年 度には財団法人大学基準協会相互評価委員会経営学系専門評価分科会委員等を歴任 し

ている。 これ までに、特に会計技法の国際移転という観点か ら、管理会計、国際会計(特 に

アジア会計)、 環境会niの 研究 に専念 し、すでに著書(分 担執筆11冊D、.論 文36本 、学会発表

は7回に及んでいる。特に、中国(台 湾も含む)の 管埋会計、制度会計、環境会計について積

極的に研究を行い、高い評価を得ている。
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『中国企業会計 の研h

以.上の審査結果に基づ き、本論文の提出者 ・大島.正克は、「博十(商 学)早 稲田大学」の学

位を受ける十分な資格があると認められる。

2005年2月14日

審査員

(主査) 早稲田大学教授

早稲田大学教授 商学博士(早 稲田大学)

早稲出大学教授 商学薄士(早 稲出大学)

早稲田大学客員教授

辻 正雄

加古 宜士

河 榮徳

石塚 博司
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